
指定期間満了に伴う施設の指定管理者について

１ 指定管理者制度継続予定施設名 

  ・越谷市男女共同参画支援センター（市長公室人権・男女共同参画推進課） 

   平成２９年(2017 年)４月１日から令和４年(2022 年)３月３１日までの指定期間満

了に伴う施設 

２ 公募・随意指定の別とその理由 

公募

公募の理由：本施設における指定管理者の選定にあたり、今期（指定期間：平成２９年４

月１日から令和４年３月３１日）については公募としており、次期について

も、選定における機会の公平性、実績評価における透明性、選定結果の公正

性を確保するため、公募とする。

３ 指定期間 

令和４年（2022年）４月１日から令和９年（2027年）３月３1日まで（５年間）

４ 募集要項（案）等 

別添のとおり

 〇管理運営委託料 

今期の上限額を基本に、消費税増額分と、人件費相当分を考慮して算定する。 

○応募資格 

・１都３県（埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県）のいずれかに活動の拠点とな

る事務所を有する法人等とする。 

  ・理由  

募集の範囲を広げることで、専門性を有した法人等を募集することとした。 

ただし、施設の管理や市との連絡調整を行うにあたり支障のないエリアとして

1都３県という条件を設定した。 

資料２ 





越谷市男女共同参画支援センター 

（愛称 ほっと越谷） 

指定管理者募集要項（案） 

令和３年（2021 年） 月 

越 谷 市 
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１ 指定管理者の募集の目的  

越谷市男女共同参画支援センター（以下「支援センター」という。）は、越谷市男女

共同参画推進条例（以下「条例」という。）に基づき、市民や事業者との協働により、

男女共同参画の推進に関するさまざまな事業を実施する施設です。 

市では、民間の専門性の高い知識やノウハウを活用し、市民との協働により施設機能

を一層発揮して効果的な男女共同参画の推進を図るとともに、経費の節減を図ることを

目的として、平成２１年４月から支援センターに指定管理者制度を導入していますが、

令和４年３月で５年間の指定期間が満了します。 

このため、支援センターをこれまで以上に市民の皆さんに親しまれ、さらに利用しや

すいものとするため、次期の管理運営を行う指定管理者を募集します。 

２ 施設の概要    

名称 

越谷市男女共同参画支援センター（愛称 ほっと越谷） 

所在地 

越谷市大沢三丁目６番１号 パルテきたこし３階 

沿革 

平成１３年７月 支援センターの開設 

平成２１年４月 指定管理者制度を導入 

設置目的 

男女共同参画の推進に関する施策を実施し、市民等による男女共同参画の推進

に関する取組を支援する。 

規模・構造 

ア 面積 

  下表のとおり。 

施設名 面積（㎡） 

セミナールームＡ （定員 45名） 67.15 ㎡ 

セミナールームＢ （定員 45名） 62.71 ㎡ 

セミナールーム倉庫 23.76 ㎡ 

相談室 10.29 ㎡ 

相談室前スペース 5.23 ㎡ 

事務室 30.46 ㎡ 

更衣室 6.85 ㎡ 

給湯室 6.06 ㎡ 

作業室 16.14 ㎡ 

情報ライブラリー 94.57 ㎡ 

交流コーナー 65.49 ㎡ 

合 計 388.71 ㎡ 
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イ 構造 

  ＲＣ構造 

ウ 配置 

  別紙「男女共同参画支援センター平面図」のとおり。  

 開所時間 

曜 日 開所時間 

火曜日から 

土曜日まで 

午前９時から午後９時まで 

（指定管理者の業務時間は、午前８時３０分から午後９時まで）

日曜日 
午前９時から午後５時まで 

（指定管理者の業務時間は、午前８時３０分から午後５時まで） 

 休所日 

下記のとおりとします。ただし、支援センターの管理上必要があると認めると

きは、市長の承認を得て、下記の休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めるこ

とができます。 

ア 月曜日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する祝日。 

ただし、この日が月曜日にあたるときは、その翌日の火曜日も休所日とします。 

なお、月曜日が振替休日の場合は、火曜日は開所日とします。 

ウ 年末年始（12 月 29 日～1月 3日） 

 事業実績等   

  ア 主な事業 

① 学習事業 

 男女共同参画の認識と理解を深めてもらうための講座の開催 

② 相談補助事業 

女性を対象とした相談業務の補助 

③ 交流事業 

市民団体の活動支援 

④ 情報事業 

情報誌の発行やパネル展示など、男女共同参画に関する情報の発信 

⑤ 施設の維持管理業務 

セミナールームの使用許可 

イ 事業実績

別添「越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」事業報告書」(令和元

年度、令和２年度)を参照してください。 
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３ 指定管理者が行う業務内容及び実施基準    

業務内容及び管理基準については、別添「越谷市男女共同参画支援センター管理業務

仕様書」を参照してください。 

なお、業務内容の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせることはで

きません。ただし、業務の一部については、書面により事前に市の承諾を受けたうえで

第三者に委託し、又は請け負わせることができます。 

４ 指定期間   

令和４年（2022 年）４月１日から令和９年（2027 年）３月３１日までの５年間を予

定しています。 

ただし、この期間は市議会の議決により確定することになります。 

５ 管理に要する経費   

指定期間中に市が支払う委託料の額は、次の額（消費税および地方消費税を含む。）

を上限とし、災害等の特別な場合を除き、原則として増額しません。（指定期間中に消

費税率の変更があった場合には、別途協議します）。 

ただし、委託料の額は市議会での議決により確定することになります。 

 総 額  147,800 千円（５年間）  

  ※本事業は越谷市公契約条例が適用されるため、業務に従事する労働者に対して、

市の定める労働報酬下限額以上の賃金を支払う必要があります。 

なお、毎年度（４月１日から翌年３月３１日まで）の管理費用の額は、当該年度の事

業実施内容等による状況を踏まえ、予算編成過程及び予算の議決を経て、毎年度の「年

度協定」において定めることとします。年度ごとに管理費用の収支報告を行い、不用額

については市に返納するものとします。 

また、支援センターでは地方自治法第２４４条の２第８項に定める利用料金制度を適

用しません。よって、支援センターの利用料については、市の歳入として市へ納付いた

だくため、指定管理者の収入とはなりません。使用料の収納事務については、地方自治

法施行令第１５８条により、指定管理者に委託します。 

※詳細については、別添「越谷市男女共同参画支援センター管理業務仕様書」を参照

してください。 

６  応募資格等   

 応募資格 

法人その他の団体（以下「法人等」という。）であること。法人等は、株式会社、

ＮＰＯ法人、その他任意団体等組織の形態を問いませんが、個人は応募資格を有しま

せん。 

なお、指定管理者に応募しようとするもの（複数団体が共同により応募する場合は
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代表する法人等）は、１都３県（埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県）のいずれかに

活動の拠点となる事務所を有する法人等とします。 

 欠格事項 

   次のいずれかに該当する場合は、応募できません。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

する法人等 

イ 市から指名停止処分を受けている法人等 

ウ 法人税、消費税及び地方消費税並びに法人市民税を滞納している法人等 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）等の規定に基づき更正又は再生手続を行っている法人等 

オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

カ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若し

くは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の

構成員等」という。）の統制の下にある法人等 

キ 代表者等（法人にあってはその役員（非常勤を含む。）及び経営に事実上参加

している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加して

いる者をいう。）が暴力団の構成員等である法人等 

    ※上記ウの法人市民税について越谷市に納税している場合は、納税担当課に照会

しますので、納税証明書は不要です。 

※上記オからキまでについて埼玉県警察本部に照会することがあります。 

 複数の団体での共同申請 

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複数の法人等での共

同（以下「共同事業体」という。）による申請ができます。この場合、次の事項に

留意してください。 

ア 共同事業体の適切な名称を設定し、代表となる法人等を選定してください。

なお、代表団体及び構成員の変更は原則として認めません。 

イ 当該共同事業体の構成員は、別の共同事業体の構成員となり又は単独で申請

することはできません。 

ウ ８ 提出書類のイ、ウ及びオからシまでについては、構成員ごとに提出して

ください。 

７ 募集要項の配布期間、現地説明会等    

 募集要項の掲載・配布 

  ア 配布期間 

令和３年７月〇日（〇）から令和３年８月３１日（火）までの午前８時３０

分から午後５時１５分まで（土曜日、日曜日及び祝日は受け付けません。） 
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  イ 配布場所 

    ・越谷市ホームページ 

    ・越谷市役所第二庁舎３階 市長公室人権・男女共同参画推進課 

    （８月２３日以降は第三庁舎３階に移転します） 

    ※募集要項のほか、公表した書類は原則としてホームページからダウンロード

していただくものとします。ダウンロードできない場合は、１５に記載する

場所まで連絡してください。 

 現地説明会 

ア 日時 

令和３年８月〇日（〇） 午後 時から１時間程度 

イ 場所 

     越谷市男女共同参画支援センター セミナールームＡＢ 

 ウ 内容 

① 募集要項及び仕様書の説明 

② 支援センターの施設見学 

   エ 申込方法 

    令和３年８月〇日（〇）午後５時１５分までに、現地説明会参加申込書（様

式１）を電子メール又はファクシミリで越谷市市長公室人権・男女共同参画推

進課へ提出してください。 

 資料の閲覧 

ア 閲覧資料 

    越谷市男女共同参画支援センター建設工事竣工図 

イ 閲覧日時 

    令和３年７月〇日（〇）から令和３年８月３１日（火）までの午前８時３０

分から午後５時１５分まで（土曜日、日曜日及び祝日は受け付けません。） 

  ウ 閲覧場所 

    越谷市役所第二庁舎３階 市長公室人権・男女共同参画推進課 

    （８月２３日以降は第三庁舎３階に移転します） 

 質問事項の受付 

募集要項、仕様書等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

   ア 受付期限 

     令和３年８月２０日（金）午後５時１５分まで 

   イ 受付方法 

質問票（様式２）を電子メールで越谷市市長公室人権・男女共同参画推進

課まで提出してください。 

ウ 質問に対する回答 
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     質問事項に対する回答は、電子メールで送付します。 

８ 申請等の手続き   

 提出書類 

   支援センターの指定管理者の指定を受けようとする法人等は、下記に掲げる書類

を提出し、申請してください。 

  ア 指定管理者指定申請書（様式３） 

    ※共同事業体の場合は、共同事業体協定書兼委任状（様式４）も提出してくだ

さい。 

  イ 誓約書（様式５－１） 

 ウ 同意書（様式５－２） 

 エ 支援センターの管理運営に関する事業計画書（様式６） 

  オ 収支予算書（様式７） 

  ※共同事業体の場合は、各法人等の役割、責任分担に関する事項（様式８）も提

出してください。 

カ 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類 

キ 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度における法人等に関する事業

報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録及びその他経営の状況を明らか

にする書類 

  ク 申請書を提出する日の属する事業年度における法人等に関する事業計画書及

び収支予算書 

 ケ 役員名簿（役職名、氏名（フリガナ）、生年月日、性別及び住所が記載されて

いるもの） 

※申請時に提出したものに変更があった場合はその都度提出すること。指定管

理者の指定を受けた法人等については、指定期間においても同様とする。 

  コ 納税証明書 

・法人税と消費税及び地方消費税の納税証明書 その３の３（税務署にて発行） 

・法人市民税の納税証明書（納税市にて発行。越谷市に納税している場合は不要） 

  サ 印鑑証明書 

 シ 法人等のパンフレット 

  ス 提出書類のうち該当のないものについての申立書（様式９） 

 提出部数 

   正本１部及び副本８部（副本は複写可とします。） 

 提出方法 

   １５に記載する所管課へ郵送又は持参してください。 

 提出期間 
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   持参の場合は、令和３年８月３１日（火）までの午前８時３０分から午後５時１

５分まで（土曜日、日曜日及び祝日は受け付けません。） 

   郵送の場合は、書留郵便とし令和３年８月３１日（火）午後５時１５分までに必

着とします。 

 提出書類の著作権、情報公開 

  ア 法人等の提出する事業計画書等の著作権は、当該申請を行う法人等（以下、｢申

請者｣という。）に帰属します。ただし、市は、指定管理者の公表等必要な場合は、

事業計画書等の内容の全部又は一部を使用できるものとします。 

  イ 提出された書類は、情報公開の請求により開示することがあります。 

 申請に当たっての留意事項 

ア 申請に要する経費は、すべて申請者の負担とします。 

イ 申請一法人等又は一共同事業体につき、申請は一件とします。 

ウ 提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とします。 

エ 提出された書類の内容を変更することはできません。 

オ 提出された書類は返却しません。 

カ 必要に応じ追加資料の提出をお願いすることがあります。 

キ 関係法令を承知の上で申請してください。 

ク 申請者は、書類の提出をもって本募集要項及び仕様書等の記載内容を承諾した

ものとみなします。 

ケ 指定申請書提出後に辞退する場合は辞退届（様式 10）を令和３年９月１０日

（金）までに１５に記載する場所へ郵送または持参してください。 

９ 審査及び選定  

 選定方法 

   越谷市公の施設に係る指定管理者選定審査会（以下「審査会」という。）におい

て、申請者による提案の説明（プレゼンテーション）及び審査会委員からの質疑（ヒ

アリング）を行います。審査会では、申請者からの書類審査、プレゼンテーション

等の結果をもとに、 の選定基準に照らし総合的な評価を行い、支援センターの管

理を行うに当たり最も適していると思われる申請者を「指定管理者の候補者」とし

て選定します。 

   なお、審査会の日時及び場所等の詳細は、申請者に別途通知します。 

 選定基準 

   選定基準は、次のとおりです。なお、選定項目及び選定基準の詳細は別紙のとお

りです。 

  ア 利用対象者の平等利用が確保できるものであること。 

  イ 事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減
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が図られるものであること。 

  ウ 事業計画書の内容に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。 

  エ その他市長が定める基準 

 選定結果 

   選定結果は、１０月２９日（金）頃までに申請者全員に書面で通知します。 

10 指定管理者の指定及び協定の締結   

 指定管理者の指定 

  ア 指定管理者の指定には、市議会の議決が必要となります。９で選定した法人等

を「指定管理者の候補者」として市長が決定のうえ、市議会令和３年１２月定例

会（予定）に指定の議案を上程し、指定の議案及び債務負担行為に関する予算の

決議後に指定管理者として指定します。 

  イ 市議会にて指定の議案の議決が得られない等の場合においても、申請者が準備

のために支出した費用については、補償しません。 

 協定の締結 

   指定管理者の指定後、市と指定管理者は、業務内容に関する細目的事項、管理の

基準に関する細目的事項等について協議の上、協定を締結します。なお、協定の主

な内容及びリスク分担の考え方は、別添「男女共同参画支援センター運営業務仕様

書」を参照してください。 

 指定後の留意事項 

  ア 指定管理者が、正当な理由なくして協定の締結に応じない場合は、指定管理者

の指定を取り消しすることがあります。 

  イ 指定管理者が指定管理者としての業務を開始する前において、財務状況の悪化

等により事業の履行が確実でないと認められるとき、又は社会的信用を著しく損

なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められるときは、指定管理者の指

定を取り消しすることがあります。 

11 指定管理者の履行責任に関する事項   

 指定管理者は、施設利用者の被災に対する第１次責任を有し、施設又は施設利用

者に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに市に報告しなけれ

ばなりません。 

 指定管理者は、実態として事業継続が困難になった場合又はそのおそれが生じた

場合は、速やかに市に報告しなければなりません。 

 前記に規定するもののほか、指定管理者の責任履行に関する事項については、協

定で定めます。 
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12 事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項   

 指定管理者の責めに帰すべき事由により管理が困難となった場合又はそのおそ

れが生じた場合には、市は、指定管理者に対して改善勧告を行い、期間を定めて、

改善策の提出及び実施を求めることができます。 

この場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができなかった場

合には、市は、指定管理者の指定を取り消すことができます。 

 指定管理者が倒産し、又は指定管理者の財務状況が著しく悪化し、指定に基づく

管理の継続が困難と認められる場合は、市は、指定管理者の指定を取り消すことが

できます。 

又は により、指定管理者の指定を取り消された場合には、指定管理者は、市

に生じた損害を賠償しなければなりません。 

 不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により事

業の継続が困難となった場合には、市と指定管理者は、事業継続の可否について協

議するものとします。 

 前記に規定するもののほか、事業の継続が困難となった場合の措置については、

協定で定めます。 

１3 応募資格の欠格条項に該当することになった場合における措置に関する事項  

 指定管理者は、応募資格である埼玉県、東京都、千葉県のいずれかに活動の拠点

となる事務所を有する法人等でなくなった場合には、速やかに市に報告しなければ

なりません。 

   この場合、市は、指定管理者に対して勧告を行い、期間を定めて、応募資格に復

することを求めることができます。この場合において、指定管理者が当該期間内に

応募資格に復することができなかった場合には、市は、指定管理者の指定を取り消

すことができます。 

 指定管理者は、６ 欠格事項のアからキまでに掲げる要件に該当することになっ

た場合には、速やかに市に報告しなければなりません。 

   ６ 欠格事項のアからエまでに該当することになった場合には、市は、指定管理

者に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることが

できます。この場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができなか

った場合には、市は、指定管理者の指定を取り消すことができます。 

   ６ 欠格事項のオからキまでに該当することになった場合には、市は、直ちに指

定管理者の指定を取り消すことができます。 

   なお、上記の措置は、指定管理者からの報告を待たず、市が実地調査等により６

 欠格事項のアからキまでに掲げる要件に該当することを確認した場合もまた、同

様とします。 

又は により、指定管理者の指定を取り消された場合には、指定管理者は、市

に生じた損害を賠償しなければなりません。 
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14 スケジュール   

月  日 内  容 

７月 〇日～８月３１日  募集要項の配布 

８月 ２日～ ８月２０日  質問事項の受付（回答は随時） 

８月 〇日午後５時１５分まで  現地説明会申込締切 

８月 〇日   〇時から  現地説明会 

８月３１日午後５時１５分まで  申請書の受付 

９月 上旬～１０月下旬  指定管理者の候補者選定 

１０月２９日まで 指定管理者の候補者の選定結果通知 

１２月中旬頃 指定の議案の議決（市議会１２月定例会） 

１２月下旬頃 指定管理者の指定通知 

令和４年３月３１日まで 基本協定の締結 

15 問い合わせ先    

 〒343－8501 

   越谷市越ヶ谷四丁目２番１号 

    越谷市市長公室人権・男女共同参画推進課 

    電 話   ０４８－９６３－９１１３（直通） 

    ファクシミリ   ０４８－９６５－８０２８ 

    電子メール   jinkendanjo@city.koshigaya.lg.jp 

16 添付書類  

(1) 様式集 

(2) 越谷市男女共同参画支援センター管理業務仕様書 

(3) 越谷市男女共同参画支援センター平面図 

(4) 越谷市男女共同参画推進条例 

(5) 越谷市男女共同参画推進条例施行規則 

(6) 越谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

(7) 越谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

(8) 越谷市男女共同参画支援センター設置及び管理条例 

(9) 越谷市男女共同参画支援センター設置及び管理条例施行規則 

(10)越谷市男女共同参画支援センター団体登録要領 

(11)第４次越谷市男女共同参画計画 

(12)第４次越谷市男女共同参画計画前期実施計画 

(13)越谷市男女共同参画支援センター｢ほっと越谷｣事業報告書 

(14)選定項目及び選定基準
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越谷市男女共同参画支援センター管理業務仕様書（案）

越谷市男女共同参画支援センター（以下「支援センター」という。）の指定管理者

が行う業務の内容及びその範囲等は、関係法令等によるほか、この仕様書によるも

のとする。 

第１ 管理業務の基本事項  

１ 管理業務の基本的な考え方 

支援センターは、越谷市男女共同参画推進条例（以下「条例」という。）において、

男女共同参画の推進に関する施策を実施するとともに、市民、事業者による男女共

同参画を推進する活動を支援するための拠点施設として位置づけられている。 

 そこで、以下の方針に基づいて管理業務を行うものとする。 

(1)  条例の基本理念を踏まえ、越谷市男女共同参画計画（以下「計画」という。）

に基づく事業を積極的に展開すること。 

(2)  市民が快適に施設を利用することができるよう、施設の設備、備品等の維持

管理を適正に行うこと。 

(3)  男女共同参画に関する活動の裾野を広げるため、市民、事業者による活動を

積極的に支援するとともに、事業実施にあたっては登録団体等との協働に努め

ること。 

２ 支援センターの機能 

 支援センターは、次に掲げる業務を行う。 

(1) 男女共同参画社会の形成に関する学習の場の提供に関すること 

(2) 男女共同参画社会の形成に関する相談補助に関すること 

(3) 男女共同参画社会の形成に関するネットワークづくり及び市民参画の推進

に関すること 

(4) 男女共同参画社会に関する図書及び資料の収集並びに提供に関すること 

(5) 支援センターの施設及び設備の提供に関すること 

(6) その他支援センターの設置目的を達成するために必要な業務 

３ 施設の概要 

 名称 

越谷市男女共同参画支援センター（愛称 ほっと越谷） 

 所在地 

越谷市大沢三丁目６番１号 パルテきたこし３階 

 規模・構造 

床面積：３８８.７１平方メートル、構造：ＲＣ構造 
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４ 休所日  

 越谷市男女共同参画支援センター設置及び管理条例（以下「管理条例」という。）

に基づき、休所日を次のとおりとする。ただし、支援センターの管理上必要があると

認めるときは、市長の承諾を得て、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることが

できる。 

 月曜日 

 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する祝日。ただし、

この日が月曜日にあたるときは、その翌日の火曜日も休所日とする。（月曜日が

振替休日の場合は、火曜日は休所日にならない。） 

 １２月２９日から翌年１月３日まで 

５ 開所時間 

開所時間は、午前９時から午後９時まで（日曜日は午後５時まで）とする。 

 なお、指定管理者の業務開始時間は、午前８時３０分から午後９時まで（日曜日は

午後５時まで）とする。 

第２ 男女共同参画の推進に関する業務  

 計画に沿った事業を行うとともに、事業実施にあたっては登録団体等との協働に

努めるものとする。 

１ 学習事業 

市民や事業者への男女共同参画の普及啓発、理解促進を図るため、次の業務及び

これらに附帯する業務を行うものとする。 

 総合振興計画採択事業（以下「総振採択事業」という。） 

実施計画（計画に基づく具体的な事業を明らかにしたもの。以下同じ。）におい

て支援センターが所管する事業について、毎年度、その目的、手段に沿った内容を

企画し、実施する。 

また、これ以外にも、市が指定する講座等を開催する。この場合、市は、予算の

範囲で講師謝礼に係る費用を負担するものとする。 

なお、下記に示す総振採択事業の内容は、年度協定で定める。 

① 男女共同参画推進のための講座等の開催 

  ② 男女共同参画情報誌の発行 

  ③ 男女共同参画情報を選択・判断する力を育成する事業の実施 

  ④ 男女共同参画推進のためのパネル展示等の実施 

  ⑤ 男女共同参画推進のための出前講座等の実施 

  ⑥ 男女共同参画推進週間における事業の実施 

  ⑦ 市民との協働による事業の実施 

  ⑧ 支援センター登録団体等との協働による事業の実施 
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  ⑨ 男女共同参画に関する図書の貸出し 

  ⑩ 性の多様性の理解促進に関する講座の開催 

  ⑪ 家庭における固定的な役割分担意識の解消に関する講座の開催 

  ⑫ 審議会等における女性の登用推進のための講座の開催 

  ⑬ 女性の起業支援に関する講座の開催 

  ⑭ 就労に関する法制度や職場におけるハラスメントに関する講座の開催 

  ⑮ 事業者を対象とした男女共同参画に関する事業の実施 

  ⑯ 男性の男女共同参画推進のための事業の実施 

  ⑰ 育児・介護等と仕事の両立支援のための事業の実施 

  ⑱ 育児期の女性の就労継続を支援する講座の開催 

  ⑲ 防災活動における男女共同参画の啓発 

  ⑳ 困難を抱える女性を支援するための事業の実施 

 性と生殖に関する健康と権利についての講座の開催 

 デート DV 防止に関する講座等の実施 

 「女性に対する暴力をなくす運動」期間中の集中的な啓発 

 市民を対象とした講演等による DV 防止の啓発 

 男女共同参画推進週間 

市の男女共同参画推進週間における事業として、毎年度、６月から７月まで

の間に、支援センターを会場として、登録団体（管理条例第６条第 １項に規定

する団体をいう。以下同じ。）と協働で、男女共同参画推進週間にふさわしい講

座、展示等を企画し、開催する。（この事業の開催期間をもって、市の男女共同

参画推進週間とする。） 

このほか、男女共同参画を広く市民に周知、啓発するため、登録団体等と協

働でステージ発表、模擬店出店などを内容としたイベントを企画し、開催する。 

 登録団体との協働による講座の開催 

総振採択事業、男女共同参画推進週間事業のほか、登録団体と協働で講座等

を企画し、開催する。 

 託児室の設置 

   実施計画に基づき、講座等の開催において育児中の市民が受講できるよう、

託児サービスを提供する。この場合は、北越谷保育ステーションと連携を図る。 

 その他 

上記に掲げるもののほか、管理運営委託料の範囲内で支援センターの目的に

沿った事業を企画し、実施することができる。（提案事業） 

２ 交流事業 

市民による男女共同参画を推進する活動を支援するため、次に掲げる業務及びこ

れらに附帯する業務を行うものとする。 
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 登録団体の活動支援 

登録団体の活動を支援するため、次の業務を実施する。 

① 登録団体の募集、受付等 

② セミナールーム、作業室の貸出等 

③ 印刷機（１台）の設置及び貸出等 

④ 登録団体会議の開催 

⑤ 連絡ボックスの運用 

  ⑥ 登録団体名簿の作成 

  ⑦ 登録団体活動報告書の作成 

  ⑧ その他登録団体の活動支援に関する業務 

 登録団体間の交流促進 

登録団体による男女共同参画を推進する活動の活性化を図るため、登録団体

間の交流を促進する取り組みを実施する。 

 交流コーナーの管理、運営 

 その他 

上記に掲げるもののほか、管理運営委託料の範囲内で支援センターの目的に

沿った事業を企画し、実施することができる。（提案事業） 

３ 情報事業 

 男女共同参画に関する情報を市民に分かりやすく発信するため、次に掲げる業務

及びこれらに附帯する業務を行うものとする。 

 情報誌の発行 

  ① 支援センター情報誌「みてみてほっと越谷」を年２回発行し、「広報こしが

や」の配送に合わせて市民に配布（市内すべての自治会等において回覧）す

る。（発行部数や配布先については、あらかじめ市と協議する。） 

また、年２回の発行のいずれかにおいて、市の依頼に基づき、越谷市男女共

同参画苦情処理制度の周知に係る記事を掲載するものとする。（この場合、記

事は市が提供する。） 

  ② 講座、イベント情報紙の発行（年２回） 

 パネル展示の実施 

国の「男女共同参画週間」、「女性に対する暴力をなくす運動」等の期間に合わ

せて、支援センター等において、関連するテーマによるパネル展示を実施する。 

 情報コーナーの運営 

情報ライブラリーコーナー等において、男女共同参画に関する書籍、新聞、雑

誌等を整備し、市民の利用に供する。 

なお、書籍等は、適宜、購入するものとする。 

 ホームページを活用した情報発信 
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インターネット上に支援センターのホームページを開設し、男女共同参画に

関する情報をわかりやすく発信するとともに、適正な管理運営を行うこと。 

 インターネット閲覧サービス 

男女共同参画に関する情報をインターネットで検索することができるよう、

専用のパソコン（１台以上）を設置し、利用者にインターネットの閲覧サービス

を無料で提供する。この際、小学生等の利用に配慮した措置を講じるものとす

る。 

 その他 

上記に掲げるもののほか、管理運営委託料の範囲内で支援センターの目的に

沿った事業を企画し、実施することができる。（提案事業） 

４ 相談補助事業 

 市が実施する相談事業（生き方・パートナー相談、法律相談）について、次に掲げ

る業務及びこれらに附帯して発生する業務を行うものとする。 

 生き方・パートナー相談の補助業務 

  ① 相談予約の問合せ等への対応 

  ② 相談者の案内、誘導等 

 法律相談の補助業務 

  ① 相談予約の問合せ等への対応 

  ② 相談者の案内、誘導等 

 職員研修 

  相談補助事業に従事する職員は、市の相談事業に関する研修を受けるものと

する。 

 警察機関との連絡調整等 

毎年度、市と合同で越谷警察署及び北越谷駅前交番へ出向き、警察官の巡回 

ルートの組み込み等について依頼を行う。 

また、「警察官立寄所」看板を支援センターに設置する。 

 その他 

上記に掲げるもののほか、管理運営委託料の範囲内で支援センターの目的に

沿った事業を企画し、実施することができる。（提案事業） 

５ 自主事業等 

 指定管理者は、自己の責任と費用により、支援センターの設置目的に沿って

独自に企画する自主事業について、事前に市の承認を得て実施することができ

る。この場合、承認を得た自主事業に係る施設の使用料の支払いは不要とし、

自主事業に係る収入は、指定管理者の収入とする。 

 指定管理者は、事業の実施にあたり、各種助成金等を活用することができる。 
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第３ 施設の利用に関する業務  

１ 施設の使用許可に関する業務 

 管理条例、同施行規則等に基づき、施設の使用許可に関する次の業務を行うもの

とする。なお、特別な事由又は異例な事案が生じた場合は、市と協議することとす

る。 

 使用許可（変更・取り消し）申請の受付、許可（承諾） 

 使用許可の取り消し（この場合、事前に市と協議する） 

 使用料の減免申請、返還申請の受付及び市への送付 

 埼玉県東南部地域公共施設・生涯学習講座予約案内システム（以下「まんまる

よやく」という。）の運用及び端末等の管理（まんまるよやくの端末等は、埼玉

県東南部都市連絡調整会議が管理する。） 

 前記(1)から(4)までに掲げる業務の附帯業務 

２ 使用料の収納に関する業務 

 別紙Ａ「使用料収納事務等の委託に関する仕様書」に基づき、使用料の収納に関す

る事務を行うものとする。 

 この場合、収受した使用料を金融機関に払い込むまでの間は、安全な方法で保管

すること。 

３ その他 

 施設見学等への対応 

   市や他の団体から、施設の見学、実習、インターンシップ等の受入れ依頼があ

った場合は、当該依頼の趣旨等を考慮し、受け入れを行うよう努めるものとす

る。 

 利用者アンケートの実施 

    事業運営に関する利用者の意見やニーズを把握するため、利用者アンケート

等を次のとおり行うものとする。 

   ① 支援センター内にアンケート用紙と回収箱を設置（通年）する。 

  ② 原則として、講座等において受講者アンケートを実施する。 

  ③ その他さまざまな手法により、利用者ニーズ等の把握に努める。 

 支援センターの広報 

   支援センターの事業を広く市民に周知するため、次に掲げる業務を行うもの

とする。 

① 施設案内パンフレットの作成、配布 

② 事業に係る参加者募集案内の作成、配布 

③ ホームページによる情報発信 

④ 市の広報紙への記事掲載 

⑤ 支援センター事業報告書の作成等 
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⑥ その他支援センターの広報活動 

 コピーサービスの提供 

市民が利用できるコピー機（１台）を設置する。この際、使用料として１枚

１０円を徴収する。 

     なお、徴収した使用料は、市の歳入とする。 

第４ 施設の管理に関する業務  

１ 施設の保守管理業務 

施設利用者が安全で快適に利用できるよう、次に掲げる保守等に関する業務を行

うものとする。 

 なお、詳細は、別紙Ｂ「保守管理業務仕様書」のとおりとする。 

 自動ドア保守管理業務 

 空調設備保守管理業務 

 清掃業務 

 警備保安業務 

２ 管理組合等との連絡、調整 

支援センターが入る施設の管理組合、指定管理業務に関連する事業（相談事業、自

立支援事業等）の実施団体、その他指定管理業務に関係する機関等との連絡、調整及

び連携を行う。 

３ 通信回線の整備 

パソコンの通信回線は、指定管理者が整備するものとする。 

なお、整備にあたっては、あらかじめ市と協議するものとする。 

４ 封筒、帳票類の作成 

 支援センターの名入り封筒、使用許可等に係る帳票類の作成は、指定管理者が行

うものとする。 

５ 保険の加入 

 指定管理者は、本業務の実施にあたり、市が付保する保険のほか、必要な保険を付

保しなければならない。 

 なお、市は、火災保険、施設賠償責任保険及び行事傷害保険を付保する。 

６ 備品等の管理 

 市は、支援センターに備える備品、書籍、資料等を無償で貸与する。 

 備品は、備品台帳に基づいて適切に管理すること。 
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 事務室において、市が貸与する備品等のほか、指定管理業務の実施に必要な

パソコン、プリンタ、ネットワーク機器、ファクシミリ等については、指定管

理者が整備するものとする。 

 管理運営委託料で購入した備品、書籍等の所有権は、市に帰属するものとす

る。 

 備品等の購入、修理、廃棄にあたっては、市への事前協議と事後報告を行うも

のとする。 

７ 市への連絡・報告 

施設の管理に係る次に掲げる事項について、市に速やかに連絡、報告を行うも

のとする。 

 施設及び備品の破損、滅失、修繕等に関する事項 

 利用者からの意見、苦情等 

 事故等が発生した場合の状況等 

第５ 管理運営委託料に関する事項 

１ 管理運営委託料 

 指定期間における管理運営委託料の総額は、「公の施設に係る指定管理者の指

定通知書」に記載する上限額とする。管理運営委託料に係る公租公課につい

ては、指定管理者の負担とする。 

 各年度の管理運営委託料の額及び支払方法は、年度協定において定めるもの

とする。 

 施設の光熱水費（電気料金、上下水道使用料、空調料金）は、市が負担する。 

 保険料（建物損害保険）については、市が負担する。 

  ※市に瑕疵がある場合に対応する保険のため、指定管理者に瑕疵がある場合に

対応する保険ではありません。 

２ 経理規程の策定 

管理運営委託料等の経理が適切に行われるよう、指定管理者は経理規程を策定し、

経理事務を行うものとする。 

３ 口座管理 

指定管理業務に係る固有の口座を開設し、業務実施に係る支出及び収入を適正に

管理すること。 

４ 利用料金制度について 

支援センターでは、地方自治法第２４４条の２第８項に定める利用料金制度を適
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用しない。 

このため、利用者から徴収した支援センターの使用料については、市へ納付する

ものとする。 

５ 不用額等について 

毎年度、管理運営委託料の収支について市に報告すること。 

この際、不用額が発生した場合は市に返納し、不足分が生じた場合は指定管理者

が負担するものとする。 

第６ 運営体制に関する事項 

１ 職員の配置等 

 職員の配置 

指定管理業務に従事する者（以下「職員」という。）を次のとおり配置する。 

① 午前８時３０分から午後５時まで    ３人以上 

  ② 午後５時から閉所まで（日曜日を除く） ２人以上 

 所長 

職員の中から、指定管理業務を統括する者（所長）１名を定める。 

 研修等の実施 

   職員に対して、男女共同参画に関する研修を実施すること。 

   特に、相談補助事業に従事することに配慮し、すべての職員に相談者への対

応等に関する研修を実施するものとする。 

 会議等への参加 

    市の求めに応じて、男女共同参画に関連する市の会議等に出席するものとす

る。 

 その他 

① ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用に支障がないよう、ＡＥＤの講習を

受講すること。 

  ② 職員は、指定管理業務に従事している間、名札を着用すること。 

  ③ 職員の中から、甲種防火管理者を選出すること。 

２ リスクの分担区分 

市と指定管理者とのリスク分担は、概ね次表のとおりとする。 

リスクの種類 内  容 
負 担 者 

指定管理者 越谷市 

法令の変更 
指定管理業務に直接関係する法令の

制定、改正等によるもの 
 ○ 
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上記以外の法令の制定、改正等による

もの 
○  

天災のほか、不可抗力

による事業の中止な

ど 

天災、暴動その他市や指定管理者の責

めに帰すことができない事由による

事業の中止、延期、変更 
（協議） 

事業の中止など 

市の指示、責任による事業の中止、延

期、変更 
○ 

指定管理者の責任による事業の中止、

延期、変更 
○  

税制の変更 

指定管理業務に直接影響を及ぼす新

税の創設、税制改正によるもの 
（協議） 

上記以外の新税の創設、税制改正によ

るもの 
○  

金利、物価の変動 金利の変動、物価の変動によるもの ○ 

施設、設備、備品等の

損傷 

管理上の瑕疵による施設、設備、備品

等の損傷 
○ 

上記以外による施設、設備、備品等の

損傷 

○ 

（1 件につ

き 5 万円

以下かつ

年間 10 万

円以下） 

○ 

（左記 

以外） 

利用者等への損害賠

償 

市の瑕疵により損害を与えた場合  ○ 

指定管理者の瑕疵により損害を与え

た場合 
○  

市と指定管理者の両者、または被害

者・他の第三者の瑕疵により損害を与

えた場合 
（協議） 

備品 購入 

○ 

（2 万円以

下） 

○ 

（左記 

以外 

第７ 事業の適正な執行に関する事項 

１ 関係法令等の遵守 

 法令等の遵守 

業務遂行に関連する法令等を遵守する。 

特に以下の法令等を理解するとともに、遵守のための対策を講ずること。また、

以下の関係法令以外についても、遵守すること。 

① 越谷市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例、同施行規則 

② 越谷市男女共同参画推進条例、同施行規則 

③ 越谷市男女共同参画支援センター設置及び管理条例、同施行規則 

④ 地方自治法、同施行令 

⑤ 越谷市個人情報保護条例、同施行規則 

⑥ 越谷市情報公開条例、同施行規則 
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⑦ 越谷市行政手続条例、同施行規則 

⑧ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル衛生管理法） 

⑨ 消防法、同施行令、同施行規則、同政省令 

⑩ その他関係法令 

２ 個人情報の保護等 

 指定管理者が保有する個人情報について、市に越谷市個人情報保護条例に基づく

開示請求があった場合は、対象となる個人情報の写しを市に提供すること。この場

合、市は、同条例に基づき開示・非開示等の処理を行う。 

３ 情報公開 

 指定管理者が保有する文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）について、市に越谷

市情報公開条例に基づく公開請求があった場合は、対象となる文書の写しを市に提

供すること。この場合、市は、同条例に基づき公開・非公開等の処理を行う。 

４ 文書管理 

 指定管理業務に係る文書は、ファイリングシステムに準じた方法で整理・保存す

ること。 

５ 防火訓練等 

 市や支援センターが入る施設の管理組合などと連携し、防火訓練等を実施するこ

と。 

６ 災害時の対応 

 災害が発生した場合は、市や警察署などの関係機関と連携し、利用者の安全確保

や応急対策、事後対応に努めること。 

特に、大規模災害が発生した場合、市や関係機関との連絡体制の確保に努めると

ともに、市が行う緊急活動に可能な限り協力すること。また、市の求めに応じて、男

女共同参画の視点も含めたさまざまな活動に協力すること。 

７ 事業報告書の提出 

 指定管理者は、一事業年度が終了するごとに、市から支払われる施設の運営

にかかる経費の精算書とともに、当該年度の事業報告書を速やかに提出するこ

と。 

 事業報告書の内容は、以下のとおりとする。 

① 毎月及び年間の事業報告 

 ② 次年度の事業計画 
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 ③ 男女共同参画計画等に基づく事業の実施状況等 

④ 各種統計資料の作成、報告 

 ⑤ 決算書 

⑥ その他市からの照会等に応じた報告等 

第８ その他 

１ 協定の締結 

 市と施設管理者は、業務を実施するうえで必要となる詳細事項の協議を行い、こ

れに基づき基本協定を締結する。また、年度ごとに取り決めを行う内容については、

別途年度協定を締結する。 

２ 引継業務 

 指定期間の開始に係る引継ぎ 

   指定管理者は、指定期間が開始する前までに、市から指定管理業務を引き継

ぐものとする。 

    なお、指定管理者の引継ぎに要する経費は、指定管理者の負担とする。 

  (2)  指定期間の終了等に係る引継ぎ 

    指定管理者は、指定期間が終了するとき（継続して指定されたときを除く）

又は指定が取り消されたときは、市が特に支障がないと認めた場合を除き、速

やかに施設を現状に回復するとともに、市に指定管理業務を引き継ぐものとす

る。 

この場合、指定管理者は、引継ぎに必要な書類、データ等を市に提供するこ

と。 

     なお、指定管理者の引継ぎに要する経費は、指定管理者の負担とする。 
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指定管理者の評価項目 

１ 利用対象者の平等利用が確保されているか

市が求める水準 第５次総合振興計画、第４次男女共同参画計画など市の施策に基

づき管理運営すること。

年間利用者数が 15,000 人以上となるよう企画運営を行うこと

性別、年齢に関わらず参加できる多様な講座を開催すること（５種

類以上）

２ 施設の効用を最大限に発揮しているか

市が求める水準 施設の認知度を上げ、新規来所者割合 20％以上とすること

学習、情報、交流、相談補助の 4 機能をバランスよく進めること 

利用者アンケートを実施（400 件）し、市民ニーズを把握すること 

アンケートの「満足」以上の割合が 75％以上であること 

登録団体との意見交換の場を設ける（年 1 回以上）こと 

出前講座を年 3 講座以上実施すること 

登録団体との交流事業を年 1 回以上行うこと 

指定管理者提案事業を年 5 事業以上行うこと 

３団体以上の関係団体と連携して事業を進めること 

年３事業以上の自主事業を実施すること 

施設や講座のＰＲのため 5 ツール以上のツールを活用すること 

３ 管理経費の縮減が図られているか 

市が求める水準 事業計画と収支計画との整合性が確保されていること 

管理経費の縮減に積極的に取り組んでいること 

４ 管理を安定して行う能力を有するものであるか 

市が求める水準 指定管理者に対する苦情が年 1 件以下であること 

外部研修に年 2 回以上参加すること 

内部研修を年２回以上実施すること 

避難訓練等を年２回以上実施すること 

定期的に AED 取扱研修を実施すること 

指定管理者の総収入と支出のバランスが適正であること 

５ その他 

市が求める水準 越谷市個人情報保護条例を遵守し、市と同水準の取り組みをおこ

なうこと 

市との定例会議を設けること（月 1 回程度） 

市内業者の活用、地元雇用の促進のため、市内事業者を積極的に

活用すること。 
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別紙Ａ 

使用料収納事務等の委託に関する仕様書 

越谷市男女共同参画支援センター（以下「支援センター」という。）の指定管理者

が行う使用料収納事務等の委託に関し必要な事項は次のとおりとします。 

１ 使用料収納事務等の内容に関すること。 

 越谷市男女共同参画支援センター設置及び管理条例第１３条の規定による使

用料の収納 

 使用料を収納したものに対する領収書の交付 

 収納した使用料の指定金融機関及び収納代理金融機関（以下「指定金融機関

等」という。）への納付 

 越谷市男女共同参画支援センター設置及び管理条例施行規則第１１条の規定

による使用料減免申請書及び第１２条の規定による使用料還付請求書の受付 

 その他市が指示する使用料収納等に関するもの 

２ 指定管理者は、現金の管理を安全かつ確実に行うため、越谷市会計規則に準じ、

現金出納簿、現金出納員、現金取扱員等の体制を整備すること。 

３ 指定管理者は、収納した現金については、月末までの分をまとめ、すみやかに指

定金融機関等に払い込むこと。 

４ 指定管理者は、使用料減免申請書及び使用料還付請求書の提出を受けた場合は、

すみやかに市に送付すること。 

５ その他、上記以外の事項については、指定管理者と市で協議の上、定めるものと

する。 
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別紙Ｂ 

保守管理業務仕様書 

管理業務仕様書第４の１に掲げる保守等に関する業務の仕様は、概ね次のとおり

とする。 

１ 自動ドア保守管理業務委託 

 対象機器  

品名：自動扉開閉装置（ドアペレーター） 

    規格：ナブコＤＳ型 

    数量：２台 

    備考：付属機器として、操作スイッチ、コントローラー、連結機構、電気配

線、その他オペレーターについて施工したものの一切を含む。 

 点検回数    

年４回以上 

 委託内容 

① ドアオペレーター本体機器の作動状況点検 

  ② ドアオペレーター箱内にある電気配線の端子の緩み点検 

  ③ コントローラー関係の電気系統の作動点検 

  ④ ドアオペレーターの開閉速度及びクッションの点検調整 

  ⑤ その他必要と認める箇所の点検、給油及び調整清掃 

  ⑥ 不時の故障の際、直ちに技術員を派遣し迅速に修理するものとする。 

なお、部品の交換が必要な際はあらかじめ相手方の承諾を得て行う。ただし、部

品交換の部品代の実費は本契約に含まない。 

２ 空調設備保守管理業務委託 

 対象機器 

① 天井カセット型ファンコイルユニット（ＤＣＲ－８ＰＷ－Ｆ） ４台 

  ② 天井カセット型ファンコイルユニット（ＤＣＲ－４ＰＷ－Ｆ） ３台 

③ 天井カセット型ファンコイルユニット（ＤＣＲ－３ＰＷ－Ｆ） ２台 

④ 天井カセット型ファンコイルユニット（ＤＣＲ－12ＰＷ－Ｆ） ２台 

⑤ 天井インペイ型全熱交換器（ＦＹ－65ＤＺＲ３）       ２台 

 点検回数 

   年２回以上 

 委託内容 

ア ファンコイルユニット（１１台） 
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   ① 吹出口、吸込口温度測定 

   ② 振動及び異音の目視点検 

   ③ ドレン排水状況の目視点検 

   ④ ケーシング目視点検 

  イ 全熱交換器（２台） 

   ① 操作スイッチの動作確認 

   ② モーター絶縁良否判定 

   ③ モーター運転状況の確認（異音等の目視点検） 

   ④ 熱交換器エレメント状況確認 

   ⑤ ケーシング目視点検 

  ウ フィルター清掃 

   ① ファンコイルユニット、全熱交換器に取り付けてあるフィルターを清掃

する。 

３ 清掃業務委託 

 日常清掃  

   床、扉、テーブル等の清掃、ごみ処理等の作業を行う。 

 定期清掃 

日常清掃を行う日以外の日のうち、協議して決定する日に実施する。 

作業箇所 作業内容 回 数 

自動ドア清掃（両面） 

・専用洗剤による洗浄 

・専用スクイジーでのふき取り 

年１回以上 

窓ガラス清掃（内面） 年１回以上 

照明器具清掃 年２回以上 

壁面（内面） 年１回以上 

床面 ・専用洗浄機による洗剤の泡等 

での洗浄 

・乾燥後の調整 

年２回以上 

４ 警備保安業務委託 

 委託内容 

   防犯に関する機械警備及びそれに付随する業務 

① 不審者がいて警備に通報する程ではないが、不安がある状態への対応 

② ＤＶ相談者の加害者からの脅かしなど、緊急事態があり電話等での警察へ

の通報が困難な場合への対応 

③ 異常通報ボタンや監視カメラまた警備員の派遣、警察への通報、その他状

況により効果的な対応を柔軟に行い、安全を確保する 
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 委託業務時間 

   火曜日から土曜日 ８：３０～２１：３０ 

   日曜日      ８：３０～１７：３０ 

 通信回線の種別 

   常時断線監視機能付きの回線とする。 


